
(1) 学級編制の標準の改正

① 中学校の学級編制の標準を現行の40人から35人に引き下げる。 【第３条第２項関係】

② 令和10年３月31日までの間における学級編制の標準については、生徒の数の推移等を考慮し、段階
的に35人とすることを旨として、毎年度政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情があ
る中学校にあっては、40人とする経過措置を設ける。 【附則第２条第１項関係】

【学級編制の標準の引下げに係る計画】

１．趣 旨

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の
一部を改正する法律案の概要

２．概 要

年度 R８ R９ R10

学年 中１ 中２ 中３

(2) 教職員定数の標準の改正

① 公立の義務教育諸学校に置くべき教職員定数の標準に関し、次の改正を行う。
(ア) 養護教諭等の複数配置に係る算定基準について、小学校を851人から801人に、中学校を801

人から751人にそれぞれ引き下げる。 【第８条第２号関係】

(イ) 共同学校事務室（※）を複数の学校に設置する市町村に係る事務職員の算定基準を新設する。

【第９条第５号及び第14条第２号関係】

 （※）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）に基づき、教育委員会は、所管

に属する学校のうち指定する２以上の学校に係る事務を事務職員が共同で処理するための組織として、共同

学校事務室を置くことができる。

② 令和10年３月31日までの間における教職員定数の標準については、児童又は生徒の数及び教職員

の総数の推移等を考慮し、改正後の教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令
で定める経過措置を設ける。 【附則第２条第３項関係】

３．施行期日

令和８年４月１日 【附則第１条関係】

公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校等の学級編
制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めることとする。

【背 景】
➢ 令和７年度に小学校35人学級が完成することを踏まえ、中学校においても切れ目なく同じ学級規模で学ん
でいくことがきめ細かな対応をしていく上で重要。
中学校は、学習内容の高度化や、教科ごとの担当による授業への移行、部活動の実施など、小学校から環
境が大きく変化。

➢ 義務教育段階全体では、
① 教師の勤務実態の深刻化 ② 不登校等、生徒指導上の課題の深刻化
③ 少子高齢化に伴う児童生徒の数の急速な減少 ④ アレルギー、感染症等の健康課題の複雑・多様化
など、児童生徒や教師を取り巻く環境が大きく変化。

➢ 給特法等の一部を改正する法律（令和７年法律第68号）の附則においても、令和８年度からの中学校35人学
級化等、法制上の措置その他の措置を講ずるものとする旨、規定。



公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正す

る法律案要綱 

１ 学級編制の標準の改正 

    公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準を四十人

から三十五人に引き下げる。（第三条第二項関係） 

２ 教職員定数の標準の改正 

（１）養護教諭等の複数配置に係る算定基準について、小学校については児童の数が八

百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校については生徒の数が八

百一人以上の学校から七百五十一人以上の学校に引き下げる。（第八条第二号関係）  

（２）事務職員の数について、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応

じて新たに事務職員の数を算定するものとする。（第九条第五号及び第十四条第二

号関係） 

３ 施行期日等 

（１）施行期日

この法律は、令和八年四月一日から施行する。（附則第一条関係）

（２）経過措置

イ 令和十年三月三十一日までの間における生徒の数の標準については、生徒の数

の推移等を考慮し、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定

める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあっては、四十人

とする。（附則第二条第一項関係） 

ロ 令和十年三月三十一日までの間における都道府県小中学校等教職員定数及び指

定都市小中学校等教職員定数又は都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市

特別支援学校教職員定数の標準については、公立の小学校、中学校及び義務教育

学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教

職員の総数の推移等を考慮し、この法律による改正後の教職員定数の標準に漸次

近づけることを旨として、毎年度、政令で定めるものとする。（附則第二条第三

項関係） 

ハ その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。（附則第二条第二項及

び第三条関係） 



公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
又
は
市
」
を
「
又
は
市
町
村
」
に
、
「
第
八
条
第
三
号
並
び
に
」
を
「
第
八
条
第
三
号
、
」
に
改
め
、

「
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
九
条
第
五
号
並
び
に
第
十
四
条
第
二
号
」
を
加
え
、
「
町
村
」
を
削
り
、
同
項
の
表
中
学
校
（
義

務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
項
中
「
四
十
人
」
を
「
三

十
五
人
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
号
中
「
八
百
五
十
一
人
」
を
「
八
百
一
人
」
に
、
「
八
百
一
人
」
を
「
七
百
五
十
一
人
」
に
改
め
、
同
条
第
三

号
中
「
市
」
を
「
市
町
村
」
に
改
め
、
「
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
九
条
第
五
号
並
び
に
第
十
四
条
第
二
号
」
を
加
え
、
「
町

村
」
を
削
る
。

第
九
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

共
同
学
校
事
務
室
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四

十
七
条
の
四
第
一
項
の
共
同
学
校
事
務
室
を
い
う
。
第
十
四
条
第
二
号
及
び
第
十
五
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ



つ
て
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
置
か
れ
る
も
の
を
二
以
上
置
く
市

町
村
（
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
市
町
村
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

第
十
四
条
中
「
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
部
の
数
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
」
を
「
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計
し
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
部
の
数
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

二

共
同
学
校
事
務
室
で
あ
つ
て
特
別
支
援
学
校
に
置
か
れ
る
も
の
を
二
以
上
（
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
共
同
学
校
事

務
室
を
一
置
く
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
一
以
上
）
置
く
市
町
村
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

第
十
五
条
第
五
号
中
「
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四

十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
共
同
学
校
事
務
室
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



第
二
条

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及

び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校

の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
項
中
「
三
十
五
人
」
と
あ
る
の
は
、

「
三
十
五
人
（
生
徒
の
数
の
推
移
等
を
考
慮
し
、
段
階
的
に
三
十
五
人
と
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
毎
年
度
、
政
令
で
定
め

る
学
年
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
中
学
校
に
あ
つ
て
は
、
四
十
人
）
」
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法

律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
標
準
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
標
準
法

第
四
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の

標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第

号
。
次
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
二
項
の
規
定
又
は
前
条
第
三
項
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

前
条
第
二
項
」
と
、
標
準
法
第
六
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
条
第
二
項
」
と
す
る
。



３

標
準
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
及
び
指
定
都
市
小
中
学
校
等
教
職
員
定
数
又
は

標
準
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
特
別
支
援
学
校
教
職
員
定
数
及
び
指
定
都
市
特
別
支
援
学
校
教
職
員
定
数
の

標
準
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
標
準
法
第
六
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
立

の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
児
童
又
は
生
徒
の
数

及
び
教
職
員
の
総
数
の
推
移
等
を
考
慮
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
標
準
と
な
る
数
に
漸
次
近

づ
け
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
毎
年
度
、
政
令
で
定
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。



理

由

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
規
模
及
び
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
公
立
の
中
学
校
等
の
学
級
編
制
の
標

準
及
び
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
職
員
定
数
の
標
準
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由

で
あ
る
。



1

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
（
抄
）
（
本

則
関
係
）

※

「
現
行
」
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
六
十
八
号
）
（
令
和
八
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
る
改
正
後
の
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
学
級
編
制
の
標
準
）

（
学
級
編
制
の
標
準
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

各
都
道
府
県
ご
と
の
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
地
方
自
治

２

各
都
道
府
県
ご
と
の
、
都
道
府
県
又
は
市
（
地
方
自
治
法
（

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う

第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）

。
）
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
第
八
条
第
三
号
、
第
八
条
の

を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
第
八
条
第
三
号
並
び
に
第
八
条
の

二
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
九
条
第
五
号
並
び
に
第
十
四
条
第

二
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
町
村
の
設
置

二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
す
る
小
学
校
（
義
務
教

す
る
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
次
条
第

育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後

）
又
は
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育

期
課
程
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
項
に
お

学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一
学

い
て
同
じ
。
）
の
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
基
準
は
、

級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲

る
学
校
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
学
級
編
制
の
区
分

げ
る
学
級
編
制
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
を

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
を
標
準
と
し
て
、
都
道
府

標
準
と
し
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。
た
だ
し

県
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
の
教
育
委

、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
児

員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
児
童
又
は
生
徒
の
実
態
を

童
又
は
生
徒
の
実
態
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ

場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
を

の
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
数
を
下
回
る
数
を
、
当
該
場

下
回
る
数
を
、
当
該
場
合
に
係
る
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
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合
に
係
る
一
学
級
の
児
童
又
は
生
徒
の
数
の
基
準
と
し
て
定
め

数
の
基
準
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

学
校
の
種
類

学
級
編
制
の
区
分

一
学
級
の
児
童
又
は

学
校
の
種
類

学
級
編
制
の
区
分

一
学
級
の
児
童
又
は

生
徒
の
数

生
徒
の
数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

中
学
校
（
義

同
学
年
の
生
徒
で
編

三
十
五
人

中
学
校
（
義

同
学
年
の
生
徒
で
編

四
十
人

務
教
育
学
校

制
す
る
学
級

務
教
育
学
校

制
す
る
学
級

の
後
期
課
程

の
後
期
課
程

及
び
中
等
教

二
の
学
年
の
生
徒
で

八
人

及
び
中
等
教

二
の
学
年
の
生
徒
で

八
人

育
学
校
の
前

編
制
す
る
学
級

育
学
校
の
前

編
制
す
る
学
級

期
課
程
を
含

期
課
程
を
含

む
。
同
項
に

特
別
支
援
学
級

八
人

む
。
同
項
に

特
別
支
援
学
級

八
人

お
い
て
同
じ

お
い
て
同
じ

。
）

。
）

３

（
略
）

３

（
略
）

第
八
条

養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
、
養
護

第
八
条

養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
、
養
護

教
諭
並
び
に
養
護
助
教
諭
（
以
下
「
養
護
教
諭
等
」
と
い
う
。

教
諭
並
び
に
養
護
助
教
諭
（
以
下
「
養
護
教
諭
等
」
と
い
う
。

）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計

）
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
合
計

し
た
数
と
す
る
。

し
た
数
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
の
数
が
八
百
一
人
以
上
の
小
学
校
（
義
務
教
育
学
校

二

児
童
の
数
が
八
百
五
十
一
人
以
上
の
小
学
校
（
義
務
教
育

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
数
と
生
徒
の
数
が
七
百
五
十
一

学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
数
と
生
徒
の
数
が
八
百
一

人
以
上
の
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等

人
以
上
の
中
学
校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
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教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
数
と
の
合
計
数
に
一

教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
の
数
と
の
合
計
数
に
一

を
乗
じ
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
数

三

医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号

三

医
療
機
関
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号

）
第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
い
う
。
）

）
第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
い
う
。
）

が
存
し
な
い
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
次
条
第
一
号
及
び

が
存
し
な
い
市
（
特
別
区
を
含
む
。
次
条
第
一
号
及
び
第
二

第
二
号
、
第
九
条
第
五
号
並
び
に
第
十
四
条
第
二
号
に
お
い

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
町
村
の
数
等
を
考
慮
し
て
政
令
で
定

て
同
じ
。
）
の
数
等
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数

よ
り
算
定
し
た
数

第
九
条

事
務
職
員
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

第
九
条

事
務
職
員
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

共
同
学
校
事
務
室
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に

（
新
設
）

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四

十
七
条
の
四
第
一
項
の
共
同
学
校
事
務
室
を
い
う
。
第
十
四

条
第
二
号
及
び
第
十
五
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

つ
て
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等

教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
置
か
れ
る
も
の
を
二
以
上
置
く
市

町
村
（
第
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
市
町
村
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

第
十
四
条

事
務
職
員
の
数
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

第
十
四
条

事
務
職
員
の
数
は
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び

定
し
た
数
を
合
計
し
た
数
と
す
る
。

中
学
部
の
部
の
数
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

一

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
部
の
数
の
合
計

（
新
設
）

数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

二

共
同
学
校
事
務
室
で
あ
つ
て
特
別
支
援
学
校
に
置
か
れ
る

（
新
設
）

も
の
を
二
以
上
（
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
共
同
学
校
事

務
室
を
一
置
く
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
一
以
上
）
置
く
市
町
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村
の
合
計
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

（
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

第
十
五
条

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
か
ら
前
条

第
十
五
条

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
十
一
条
か
ら
前
条

ま
で
の
規
定
に
よ
り
教
頭
及
び
教
諭
等
、
養
護
教
諭
等
、
栄
養

ま
で
の
規
定
に
よ
り
教
頭
及
び
教
諭
等
、
養
護
教
諭
等
、
栄
養

教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員
並
び
に
事
務
職
員
の
数
を
算
定
す
る

教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員
並
び
に
事
務
職
員
の
数
を
算
定
す
る

場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら

場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
数

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
数

を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で

を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で

定
め
る
数
に
つ
い
て
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
校
長
及

定
め
る
数
に
つ
い
て
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
校
長
及

び
当
該
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
の
意

び
当
該
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
の
意

向
を
踏
ま
え
、
当
該
事
情
に
対
応
す
る
た
め
必
要
か
つ
十
分
な

向
を
踏
ま
え
、
当
該
事
情
に
対
応
す
る
た
め
必
要
か
つ
十
分
な

も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
と
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教

五

小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
当
該
学
校
を
含
む
二
以
上
の

育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
い
て
当
該
学
校
を
含
む
二
以
上
の

学
校
に
係
る
事
務
を
共
同
処
理
す
る
共
同
学
校
事
務
室
が
当

学
校
に
係
る
事
務
を
共
同
処
理
す
る
共
同
学
校
事
務
室
（
地

該
学
校
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
ら
の
学
校
に
お

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

い
て
多
様
な
教
育
を
行
う
た
め
の
諸
条
件
の
整
備
に
関
す
る

一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規

事
情
で
あ
つ
て
事
務
処
理
上
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
も

定
す
る
共
同
学
校
事
務
室
を
い
う
。
）
が
当
該
学
校
に
置
か

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
ら
の
学
校
に
お
い
て
多
様
な
教

育
を
行
う
た
め
の
諸
条
件
の
整
備
に
関
す
る
事
情
で
あ
つ
て

事
務
処
理
上
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の

六

（
略
）

六

（
略
）
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